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資料１ 遠別町国民保護協議会条例 

 

（目的） 

第 1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成 16 年法律第 112 号）第 40 条第 8項の規定に基づき、遠別町国民保護協議会

（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（委員及び専門委員） 

第 2条 協議会の委員の定数は、30 人以内とする。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものと

する。 

（会長の職務代理） 

第 3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第 4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができ

ない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（部会） 

第 5条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長をおき、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する者がその職務を代理する。 

（雑則） 

第 6条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料２ 遠別町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

 

（目的） 

第 1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成 16 年法律第 112 号。以下「法」という。）第 31 条及び法第 183 条において

準用する法第 31 条の規定に基づき、遠別町国民保護対策本部及び緊急対処事態対

策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第 2条 国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、国民保護対策本部（以

下「本部」という。）の事務を総括する。 

２ 国民保護対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、本部の

事務を整理する。 

３ 国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、本部の

事務に従事する。 

４ 本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 

５ 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。 

（会議） 

第 3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応

じ、本部の会議（以下「会議」という。）を召集する。 

２ 本部長は、法第 28 条第 6 項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者

を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

（班） 

第 4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。 

２ 班に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。 

３ 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 班長は、班の事務を掌理する。 

（現地対策本部） 

第 5条 国民保護現地対策本部（以下「現地対策本部」という。）に国民保護現地対

策本部長（以下「現地対策本部長」という。）、国民保護現地対策本部員その他の

職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもっ

て充てる。 

２ 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第 6条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。 

（準用） 

第 7条 第 2条から前条までの規定は、遠別町緊急対処事態対策本部について準用す

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料３ 関係機関の連絡先 

 

  【指定地方行政機関等（自衛隊含む）】 

名  称 所 在 地 電  話 

留萌北部森林管理署 

北海道開発局留萌開発建設部 

 

北海道開発局 

留萌開発建設部羽幌道路事務所 

北海道開発局 

留萌開発建設部羽幌港湾事業所 

稚内海上保安部 

自衛隊旭川地方協力本部 

陸上自衛隊留萌駐屯地 

旭川地方気象台 

北海道農政事務所 

天塩町新地通６丁目 

留萌市寿町１丁目６８番地 

（企画課防災対策専門官） 

 

羽幌町栄町５７ 

 

羽幌町港町４丁目４７ 

稚内市開運２丁目２番１号 

旭川市春光台無番地 

留萌市緑ヶ丘町１丁目６番地 

旭川市8条通11丁目2191番地95 

札幌市中央区北4条西17丁目 

01632-2-1151

0164-42-2311

 

 

0164-62-2101

 

0164-62-1141

0162-22-0118

0166-51-6060

0164-42-2655

0166-23-6006

011-642-5461

 

  【北海道】 

名  称 所 在 地 電  話 

留萌支庁 

留萌教育局 

留萌保健福祉事務所天塩支所 

留萌土木現業所遠別出張所 

天塩警察署 

留萌市住之江町２丁目１番地 

留萌市住之江町２丁目１番地 

天塩町新栄通７丁目 

遠別町字本町１丁目 

天塩町新栄通９丁目 

0164-42-8404

0164-42-8398

01632-2-1179

01632-7-2311

01632-2-2110

 

  【遠別町】 

名  称 所 在 地 電  話 

遠別町役場 

遠別町立国保病院 

遠別町教育委員会 

遠別町字本町３丁目 

遠別町字本町１丁目 

遠別町字本町４丁目 

01632-7-2111

01632-7-2211

01632-7-3000

 

  【指定公共機関及び指定地方公共機関】 

名  称 所 在 地 電  話 

東日本電信電話株式会社 

北海道支店 

株式会社NTTﾄﾞｺﾓ北海道旭川支店

北海道電力株式会社天塩営業所 

札幌市中央区北1条西4丁目ＮＴＴ大通り

西4丁目ビル 

旭川市２条８丁目 

天塩町新地通７丁目 

011-212-4466

 

0162-26-2365

01632-2-1067
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遠別郵便局 

沿岸バス株式会社 

遠別土地改良区 

日本赤十字北海道支部遠別文区 

遠別町字本町４丁目 

遠別町字本町１丁目 

遠別町字本町３丁目 

遠別町字本町３丁目（生活課内） 

01632-7-2700

01632-7-2013

01632-7-2042

01632-7-2111

 

 

【消防機関】 

名  称 所 在 地 電  話 

北留萌消防組合消防署遠別支署 

遠別町消防団 

遠別町字本町１丁目 

遠別町字本町４丁目 

01632-7-2119

01632-7-2119

 

 

【公共的団体】 

名  称 所 在 地 電  話 

オロロン農業協同組合遠別支所 

遠別漁業協同組合 

遠別商工会 

遠別初山別森林組合 

社会福祉法人遠別町社会福祉協議会

遠別町字本町３丁目 

遠別町字本町３丁目 

遠別町字本町４丁目 

遠別町字幸和 

遠別町字本町４丁目 

01632-7-2511

01632-7-2235

01632-7-2245

01632-7-2412

01632-7-2275

 

 

【近隣市町村】 

名  称 所 在 地 電  話 

留萌市 

増毛町 

小平町 

苫前町 

羽幌町 

初山別村 

天塩町 

幌延町 

留萌市幸町1丁目11番地 

増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地 

留萌郡小平町字小平町216番地 

苫前郡苫前町字旭37番地の1 

苫前郡羽幌町南町1番地の1 

苫前郡初山別村字初山別96-1 

天塩郡天塩町新栄通り8丁目 

天塩郡幌延町宮園町1番地 

0164-42-1801 

0164-53-1111 

0164-56-2111 

0164-64-2211 

0164-62-1211 

0164-67-2211 

01632-2-1001 

01632-5-1111 
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資料４ 本町の行政区区分による世帯数及び人口    （平成１８年３月末現在） 

地区名 世帯数 人口 地区名 世帯数 人口 

汐見町 ８５ １８８ 東野 ３ ８ 

錦町 １４２ ３３５ 大成 １ ２ 

１区 １５７ ３５４ 北浜 ２１ ５３ 

２区 １２８ ２７７ 啓明 １３ ５３ 

３区 １９５ ３７３ 清川１ ９ ２６ 

４区 ５７ １４７ 清川２ ７ １３ 

５区 １４９ ３５７ 清川３ ９ ２１ 

緑町 １３５ ３０６ 丸松 １８ ５３ 

若葉町 ７３ １７３ 北里 １４ ８０ 

文光町 ６７ １４７ 富士見 １１ ２６ 

幸和 ２５ ７０ 金浦 １ ３ 

久光１ ２８ ８４ 旭 ５ １８ 

久光２ ８ ２９ 歌越１ ４ ８ 

中央１ １５ ４６ 歌越２ ９ １６ 

中央２ ３ ５ 歌越３ ４ ９ 

共栄 ２０ ５９ 合計 １，４１６ ３，３３９

 

資料５ 平成１７年の気象データ 

 
降水量(mm) 

平均気温 

(℃) 

最高気温 

(℃) 

最低気温 

(℃) 

最大風速 

(ｍ／ｓ) 

１月 ８９．０ －６．６ ４．２ －２１．５ １６．０

２月 ７１．０ －７．４ １．６ －２３．２ １５．０

３月 ４７．０ －１．８ ８．２ －１９．５ １５．０

４月 ３９．０ ３．６ １６．９ －８．５ １３．０

５月 ８０．０ ８．３ ２３．７ －２．６ １３．０

６月 ６９．０ １６．０ ２７．７ ６．４ ８．０

７月 ３６．０ １８．８ ２８．８ ９．３ ７．０

８月 １７７．０ ２０．８ ３０．８ ９．０ ７．０

９月 １１６．０ １６．１ ２５．８ ５．１ ９．０

10 月 ５８．０ １１．１ １９．８ －０．６ １３．０

11 月 １６６．０ ３．６ １８．６ －６．０ １６．０

12 月 １１０．０ －５．８ ３．４ －２１．８ １４．０
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資料６ 避難施設一覧 

【一時避難場所】  

避 難 場 所 所 在 地 面積㎡ 

遠 別 中 学 校 グ ラ ン ド 遠別町字幸和 10,800

遠 別 小 学 校 グ ラ ン ド 遠別町字本町 5丁目 9,600

旧 中 央 小 学 校 グ ラ ン ド 遠別町字中央 6,000

遠 別 町 郷 土 資 料 館 収 蔵 庫 グ ラ ン ド 遠別町字清川 6,000

北 海 道 遠 別 農 業 高 等 学 校 グ ラ ン ド 遠別町字北浜 10,400

遠 別 町 ス ポ ー ツ 公 園 遠別町字幸和 31,500

( 旧 ) え ん べ つ ふ れ あ い セ ン タ ー 広 場 遠別町字歌越 7,200

 

 

【収容避難所】  

 
避 難 所 名 

収容可能人

員 ( 人 ） 
給 食 給 水 所 在 地 電 話

１ 遠別小学校 2,000 可 可 字本町 5丁目 7-2021 

２ 遠別中学校 1,700 可 可 字幸和 7-2034 

３ 遠別保育園 200 可 可 字本町 5丁目 7-2744 

４ 遠別幼稚園 100 可 可 字本町 1丁目 7-2530 

５ 遠別農業高等学校 1,700 可 可 字北浜 7-2551 

６ スポーツセンター 1,000 可 可 字幸和 7-3299 

７ 生涯学習センター 1,500 可 可 字本町 4丁目 7-3000 

８ 久光部落会館 250 可 可 字久光 7-3400 

９ (旧)中央小学校 500 可 可 字中央 7-2353 

10 共栄公民館 50 可 可 字共栄 7-3609 

11 啓明婦人ホーム 150 可 可 字啓明 7-3680 

12 郷土資料館収蔵庫 500 可 可 字清川 7-3000 

13 丸松会館 30 可 可 字丸松 7-3652 

14 北里公民館 100 可 可 字北里 7-3667 

15 旭公民館 50 可 可 字旭 － 

16 (旧)えんべつふれあいセンター 500 可 可 字歌越 7-2353 
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対策本部の組織及び機能

対策本部長 （ 町 長 ） 

町対策本部員 

１ 助役 
２ 町教育委員会の教育長 
３ 消防長又はその指名する消防吏員 
４ 前各号に掲げる者のほか、町長が当該町の職

員のうちから任命する者 

対策本部副本部長 
（本部員のうちから町長が指名） 

対策本部 

（対策本部長の 
補佐機能） 

支援要員派遣

決定内容の指示

総 務 課 

出 納 課 

教 育 委 員 会 

生 活 課 

各 課 等 

 

（総務対策に関すること）

総 務 対 策 部

対策本部長の意思決定を補佐

現
地
調
整
所

現
地
対
策
本
部

産 業 経 済 課 

建 設 水 道 課 

町 立 病 院 

 

議 会 事 務 局 

 
 

北留萌 消防 組合 消 防署遠 別支署

（民生対策に関すること）

（経済対策に関すること）

（建設対策に関すること）

（総務対策に関すること）

（総務対策に関すること）

（教育対策に関すること）

（民生医療に関すること）

 
 
 
 

民 生 対 策 部

建 設 対 策 部

経 済 対 策 部

教   育   部

遠別町対策本部長が必要と認めるとき、国の職

員その他当該町の職員以外の者を遠別町対策

本部の会議に出席させることが可能である。 

資料７ 町対策本部の組織構成及び機能 

 

 【町対策本部の組織構成及び各組織の機能】 

 

 

 

 

町対策本部の各部、班の事務分掌 

 

部  名 班 名 分   担   業   務 

総務対策部 総務班 １ 緊急事態連絡室に関すること及び国民保護対策本部に関す

ること。 

２ 道対策本部長が決定した方針に基づく各部班に対する具体

的な指示に関すること。 

３ 国民保護措置（住民の避難・警報の発令）に関すること。 

４ 遠別町国民保護協議会に関すること。 

５ 災害救助法の適用に関すること。 

６ 自衛隊の派遣要請及びその調整に関すること。 

７ 被害記録に関すること。 

８ 各種団体奉仕者の出動要請に関すること。 

９ 自主防災組織の育成・強化に関すること。 

10 本部の庶務に関すること。 

11 輸送に関すること。 

12 消防団の出動協力要請に関すること。 

13 その他、各部・班に属さないこと。 

 情 報 避 １ 被害情報の収集及び報告に関すること。 
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難 対 策

班 

２ 被害対策の諸資料の収集及び作成に関すること。 

３ 武力攻撃事態等における情報の伝達に関すること。 

４ 各地区との連絡情報及び避難に関すること。 

５ 被害状況の集計報告に関すること。 

 財政班 １ 災害救助法適用の場合の提出書類の作成に関すること。 

２ 被害対策の予算及び資金に関すること。 

３ 町有施設の災害対策に関すること。 

４ 庁内停電時の対策及び本部の事務に必要な施設の整備に関

すること。 

民生対策部 厚生班 １ 避難所の開設、避難所収容住民の管理、連絡に関すること。

２ 被災者に対する炊き出しに関すること。 

３ 日常生活品、食料品等救助物資の調達に関すること。 

４ 日赤ボランティアの救助活動に関すること。 

５ ボランティアの支援及び調整に関すること。 

６ 災害時要援護者対策に関すること。 

７ 被災者の生活保護に関すること。 

８ 義援金品の受付及び配分に関すること。 

９ 被害納税者の調査、税に関すること 

10 被害時における病人及び負傷者の医療に関すること。 

 衛生班 １ 被害時の防疫計画の作成及び実施に関すること。 

２ 被災地の保健衛生業務全般に関すること。 

  ３ 被災時の医薬品、その他衛生資材の確保配分に関すること。

  ４ 被害による死体の処理及び埋葬に関すること。 

５ 被害者の救助計画及び実施に関すること。 

建設対策部 技 術 監

視班 

１ 道路、橋梁、河川、その他公共施設の応急措置に関すること。

２ 道路の交通不能箇所の調査及び運用路線の決定に関するこ

と。 

３ 道路、橋梁、河川、その他公共施設の被害調査に関すること。

４ 被害地の土木事業の復旧に関すること。 

５ 飲料水の供給に関すること。 

６ 水道・下水道施設の復旧に関すること。 

 資材班 １ 被害地における土木、建築資料の需給計画の作成及び実施に

関すること。 

２ 被害地の被災施設の応急作業に関すること。 

３ 被災者に対する応急仮設住宅の設置に関すること。 

４ 被害地の障害物の除去に関すること。 

経済対策部 農林班 １ 被害時の応急食料等供給計面の作成及び実施に関すること。

２ 被害農家の援護対策に関すること。 

３ 農作物の防疫に関すること。 
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４ 農作物、農業施設の被害調査に関すること。 

５ 農用地の被害対策に関すること。 

６ 被害農家の営農指導に関すること。 

７ 林業の災害融資に関すること。 

８ 災害用木材の払下げに関すること。 

９ 農業、林業の被害調査及び関係資機材の調達に関すること。

 商 工 水

産班 

１ 被害漁家の援護対策に関すること。 

２ 水産物、漁業施設の被害調査に関すること。 

３ 商、工業者の災害対策並びに融資の斡旋に関すること。 

４ 観光客等の避難対策に関すること。 

教 育 部 学 校 教

育・社会

教育班 

１ 児童生徒の保護計画及びその実施に関すること。 

２ 被災児童及び生徒に対する教育資材の供与に関すること。 

３ 被災児童、生徒の防疫並びに給食に関すること。 

４ 文教施設の被害調査、応急措置及び復旧対策に関すること。

５ 被害時の応急教育に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


